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要 約
環境政策の費用便益分析とは，環境政策を実施するために必要な費用と，政策を実施す

ることで得られる便益を金額で評価し，両者を比較することで環境政策の効率性を示すも

のである。環境政策の費用便益分析では，大気，水，野生動物などの自然環境を対象とす

るが，こうした自然環境には市場価格が存在しないことから環境政策を金額で評価するこ

とは容易ではない。このため，環境経済学の分野では環境の持っている価値を金銭単位で

評価する「環境評価手法」の開発が進められ，今日では現実の環境政策の費用便益分析に

おいて環境の経済評価の手法が使われている。

本稿では，国内や海外の環境政策において，費用便益分析がどのように使われているの

かを展望するとともに，環境の経済的評価手法が費用便益分析にどのような役割を持って

いるのかを検討した。本稿の分析結果は以下のとおりである。

第一に，環境政策の費用便益分析においては，環境評価手法が決定的に重要な役割を持

っている。環境政策の費用便益分析を行うためには，環境保全の便益や環境破壊の損害額

を金額で評価する必要がある。しかし，環境には市場価格が存在しないため，環境を金額

で評価することは容易ではない。そこで，環境経済学の分野で環境の価値を金額で評価す

るための手法として環境評価手法の開発が行われ，これによってはじめて環境政策の費用

便益分析が可能となった。

第二に，環境政策の経済的評価には，事業評価，規制評価，自然資源損害評価，環境コ

スト評価，環境勘定，環境会計など様々な方法が存在する。これらの政策評価では，アメ

リカなど海外の方が進んでいるものが多いが，事業評価と環境会計については国内でもす

でに実施されている。

第三に，公共事業の費用便益分析については，海外では１９７０年代後半に入ってから環境

評価手法が制度的に導入された。一方，国内では１９９０年代後半に入ってから評価マニュア

ルが作成され，環境評価手法の導入が行われた。

第四に，環境規制の費用便益分析については，アメリカでは１９８０年代に開始され，大気

汚染や水質汚染を対象とする環境規制の評価が多数行われている。しかし，環境規制の便

益を評価する方法をめぐって環境保護庁と行政管理予算局の対立が生じるなど混乱が見ら

れた。また，現時点では規制評価の対象は死亡リスク削減などの健康被害がほとんどであ

り，生態系保全などについては将来の検討課題となっている。

第五に，環境破壊の損害評価については，アメリカでは土壌汚染と油濁事故に対して自

然資源損害評価の制度が存在し，環境破壊の損害賠償の訴訟の中で，損害額を算定するた

めに環境評価手法が導入されている。しかし，現実には，訴訟で用いることができるほど
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Ⅰ．はじめに

環境政策の費用便益分析とは，環境政策を実

施するために必要な費用と，政策を実施するこ

とで得られる便益を金額で評価し，両者を比較

することで環境政策の効率性を示すものである。

環境政策の費用便益分析では，大気，水，野生

動物などの自然環境を対象とするが，こうした

自然環境には市場価格が存在しないことから環

境政策を金額で評価することは容易ではない。

このため，環境経済学の分野では環境の持って

いる価値を金銭単位で評価する「環境評価手法」

の開発が進められ，今日では現実の環境政策の

費用便益分析において環境の経済評価の手法が

使われている。

本稿では，国内や海外の環境政策において，

費用便益分析がどのように使われているのかを

展望するとともに，環境の経済的評価手法が費

用便益分析にどのような役割を持っているのか

を検討する。Ⅱ節では，代表的な環境評価手法

を紹介するとともに，環境政策と環境評価手法

の関係について検討する。Ⅲ節では，環境政策

の評価事例を詳しく検討する。ここでは，国立

公園整備などの公共事業を評価する「事業評価」，

環境規制の便益を評価する「規制評価」，環境

破壊の損害賠償をめぐる裁判において損害額を

評価する「自然資源損害評価」を取り上げる。

Ⅳ節では，以上の結果を踏まえ，環境政策の費

用便益分析の今後の課題について考察する。

Ⅱ．環境政策と評価手法

Ⅱ－１．環境評価手法とは

環境政策の費用便益分析を行うためには，環

境政策の費用と便益の両者を金額で評価する必

要がある。

たとえば，地球温暖化問題を例に考えてみよ

う。温室効果ガスの削減を義務づける京都議定

書が２００５年２月１６日に発効し，日本は１９９０年比

で温室効果ガスを６％削減することが義務づけ

られた。この目標を達成するために環境税，排

出量取引，森林植林，風力発電などのグリーン

エネルギーの導入など，様々な環境政策が検討

されているが，いずれにしても，温暖化対策に

は多額の費用が必要である。一方，温暖化対策

の便益には，温暖化による農作物被害の防止，

洪水や渇水などの被害の防止，そして野生動物

の絶滅や生態系破壊の防止などが含まれる。農

作物被害については，農作物の市場価格をもと

に被害額を算定することが可能である。しかし，

野生動物の絶滅については，野生動物には市場

価格が存在しないため，市場価格をもとに評価

の信頼性を確保するためには，評価コストが莫大な金額となるため，大規模な事故以外で

は環境評価手法が用いられることはない。一方，国内においては，アメリカのような法制

度が存在しないため，環境破壊の損害賠償の訴訟に環境評価手法を用いることは不可能で

ある。

以上の結果を踏まえて，国内において環境政策の費用便益分析を実施するうえでの今後

の課題について考察した。
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することはできない。

そこで，環境経済学では，市場価格の存在し

ない環境の価値を金額で評価するための「環境

評価手法（environmental valuation method）」の

開発が行われてきた１）。表１は，代表的な環境

評価手法を示したものである。環境評価手法は

大別すると，環境が人々の経済行動に及ぼす影

響から間接的に環境の価値を評価する顕示選好

法（revealed preferences）と人々に環境の価値

を直接たずねる表明選好法（stated preferences）

の二つがある。顕示選好法には，旅行費用から

レクリエーションの価値を評価する「トラベル

コスト法」や，環境が地代や賃金に及ぼす影響

を用いて評価する「ヘドニック法」が含まれる。

一方の表明選好法には支払意志額をたずねる

「仮想評価法（CVM）」や，複数の代替案に対

する好みをたずねる「コンジョイント分析」が

含まれる。

トラベルコスト法（Travel Cost Method）は

レクリエーション地までの旅費を用いてレクリ

エーション価値を評価する手法である。訪問回

数（または訪問率）と旅費のデータのみからレ

クリエーション価値を評価できるという利点を

持っている。欠点は訪問によって得られる価値

１）環境評価手法の詳細については，鷲田・栗山・竹内（１９９９），栗山（２００３a）などを参照。

表１ 代表的な環境評価手法の特徴

評価手法 トラベルコスト法 ヘドニック法 仮想評価法（CVM） コンジョイント分析

内容

対象地までの旅行費用
をもとに環境価値を評
価

環境資源の存在が地代
や賃金に与える影響を
もとに環境価値を評価

環境変化に対する支払
額や受入補償額をたず
ねることで環境価値を
評価

複数の環境対策を提示
し，その選好をたずね
ることで評価

評価対象

利用価値
レクリエーション，景
観などに限定

利用価値
地域アメニティ，水質
汚染，騒音などに限定

利用価値および非利用
価値
レクリエーション，景
観，野生生物，種の多
様性，生態系など非常
に幅広い

利用価値および非利用
価値
レクリエーション，景
観，野生生物，種の多
様性，生態系など非常
に幅広い

利点

必要な情報が少ない
旅行費用と訪問率など
のみ

情報入手コストが少な
い
地代，賃金などの市場
データから得られる。

評価対象の範囲が広い
存在価値やオプション
価値などの非利用価値
も評価可能

評価対象の範囲が広い
環境価値を属性単位で
分解して評価できる

問題点

評価対象がレクリエー
ションに関係するもの
に限定される。

評価対象が地域的なも
のに限定される
推定時に多重共線性の
影響を受けやすい

アンケート調査の必要
があるので情報入手コ
ストが大きい
バイアスの影響を受け
やすい

アンケート調査の必要
があるので情報入手コ
ストが大きい
バイアスの影響を受け
やすい
統計分析が複雑

環境政策
への適用
事例

国立公園の整備，都市
公園の整備，緑地整備
など

大気汚染対策，健康被
害対策，住宅整備など

レクリエーション整備，
野生動物の保全，生態
系保全，温暖化対策，
熱帯林保全など

現実の環境政策への適
用例は少ない

（資料）栗山（２００３a）をもとに作成
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以外は評価できない点である。例えば，熱帯林

を訪れる人は少ないが，トラベルコスト法で熱

帯林の価値を評価すると，訪問者が少ないため

熱帯林の価値は低いという結果になる。環境政

策の適用事例としては，国立公園や都市公園の

整備などレクリエーション関係の事例が多数存

在する。

ヘドニック法（Hedonic Method）は環境が地

価や賃金に及ぼす影響を分析することで環境の

価値を評価する手法である。例えば，騒音のひ

どい地域の地価が低い傾向にあるならば，この

影響を調べることで騒音防止の効果を金銭単位

で評価することができる。ヘドニック法の利点

は環境属性と地価や賃金などのデータのみで評

価できる点である。欠点は，評価対象が地価や

賃金などの代理市場に影響するものに限定され

るため，非利用価値の評価は不可能な点などが

ある。環境政策の適用事例としては，大気汚染

などによる健康被害を評価したものや都市整備

の便益を評価するものなどが存在する。

仮想評価法（Contingent Valuation Method :

CVM）は，環境変化に対する支払意志額や受

入補償額をたずねることで環境の価値を評価す

る手法である２）。人々に環境の価値を直接たず

ねるため評価範囲が広く，景観，騒音，死亡リ

スク，大気汚染，水質などの利用価値だけでは

なく，野生動物や生態系などの非利用価値も評

価できる。欠点としては，アンケートを用いて

評価するため，アンケート内容によって評価額

が影響を受ける現象（バイアス）が見られるこ

とである。CVMは非利用価値を評価できる数

少ない手法であることから，野生動物や生態系

などの保全政策の評価においては CVMが使わ

れることが多い。

コンジョイント分析は，複数の環境政策の代

替案を回答者に示し，代替案の好ましさをたず

ねることで環境の価値を属性単位に分解して評

価する手法である。たとえば，国立公園整備の

場合では，政策の便益を歩道整備，ビジターセ

ンターの整備，駐車場の整備，景観保全，生態

系保全などに分解して評価することができる。

また，コンジョイント分析は，CVMと同様に

アンケートを用いることから利用価値だけでは

なく非利用価値も評価できるという利点も持っ

ているが，一方でバイアスによる影響を受けや

すいという欠点も存在する。コンジョイント分

析は，環境経済学の分野では１９９０年代に入って

から研究が開始された最新の手法であり，実際

の環境政策に使われた事例はまだ少ない。

Ⅱ－２．環境政策の評価

次に，環境政策の費用便益分析において，環

境評価手法がどのように使われているのかを整

理しよう３）。表２は，環境評価手法が環境政策

に適用されている事例を分類したものである。

政策への適用形態としては，環境改善の便益を

評価する「便益評価」，環境悪化の損害額を評

価する「損害評価」，便益と損害の両者を評価

する「総合評価」に大別される。

第一の便益評価には，事業評価と規制評価が

ある。事業評価は，公共事業などのプロジェク

トが実施されたときに得られる便益を金銭単位

で評価することで事業の費用便益分析を行うも

のである。例えば，治水事業により洪水を防止

する効果を評価したり，国立公園を整備したと

きに得られるレクリエーション価値を評価する

ときなどが事業評価に相当する。事業評価は海

外・国内ともに多数の事例が存在する。

規制評価は，大気汚染や水質汚染などを規制

する環境政策を実施することで得られる便益を

金銭単位で評価することで，環境規制政策の費

用便益分析を行うものである。規制評価はアメ

２）Contingent Valuation Methodの訳語としては「仮想評価法」，「仮想市場法」などが使われるが，通称の CVM

が使われることが多い。
３）環境評価手法の政策的用例については，Kopp and Pease（１９９６），栗山（１９９７），竹内（１９９９），鷲田・栗山
・竹内（１９９９），梅村（２００３，２００４）などが詳しい。
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リカで大気浄化法（Clean Air Act）や水質浄化

法（Clean Water Act）にもとづく多数の規制政

策の評価が行われている。一方，国内において

は，明確な環境規制に対する評価という形では

行われていないものの，農水省や林野庁などが

農林地の多面的機能評価を実施している。多面

的機能評価とは，農林地の持っている水源保全

機能などの環境保全機能を農林地の持つ外部経

済効果として位置づけ，農林地を保全すること

で得られる多面的機能の便益を金銭単位で評価

する方法である。

第二の損害評価とは，環境が悪化したときに

失われる環境の価値を評価して，環境破壊の損

害額を金銭単位で評価するものである。損害評

価には事後評価の自然資源損害評価と事前評価

の環境コスト評価がある。自然資源損害評価は，

環境破壊の損害賠償の裁判に使われるものでア

メリカに特有の制度である。土壌汚染に関する

「スーパーファンド法」や油流出事故に関する

「油濁法」では，自然を破壊したものは，その

賠償責任を負うことが明記されており，自然資

源の損害額を評価することを求めている。しか

も，損害額は利用価値だけに限定されないとさ

れているため，生態系破壊などの非利用価値に

ついても損害賠償の対象となっている。これま

で損害額を評価するための手段としてトラベル

コスト法や CVMが実際に使われた。とりわけ

１９８９年にアラスカ沖で発生したエクソン社のタ

ンカー「バルディーズ」の原油流出事故では，

CVMによって損害額が２８億ドルと算出され，

実際の損害賠償の裁判の中で評価額が用いられ

たことから，世界的に注目を集めた。

環境コスト評価は，開発による外部不経済を

評価するものである。環境アセスメントを実施

する際に，開発による環境破壊の影響を金銭単

位で評価することで費用便益分析を行う場合が，

環境コスト評価に相当する。環境コスト評価は，

海外でもあまり実施されていないが，アメリカ

では１９８６年電力消費者法（Electric Consumers

Act）が発電所を建設したときに外部不経済を

評価することを求めており，環境評価手法が部

分的に用いられている。一方，国内では開発に

表２ 環境評価手法の政策適用

適用

形態

便益評価

（環境改善の効果を金銭単位で評価）

損害評価

（環境悪化の損害額を金銭単位で評価）

総合評価

（便益と損害の両者を総合的に評価）

名称 事業評価 規制評価 自然資源損害評価 環境コスト評価 環境勘定 環境会計

内容 公共事業等の効果

を金銭単位で評価

し，事業の費用便

益分析を行う

環境規制政策の経

済効果を金銭単位

で評価し，規制政

策の費用便益分析

を行う

油濁事故や土壌汚

染によって失われ

る環境の損害額を

評価し，損害賠償

の裁判に用いる

開発による外部不

経済を評価し，開

発の社会的費用を

調べる

全国の環境資源の

価値を評価して，

環境も含めた国民

経済を分析する

企業や自治体の環

境対策の費用と便

益を金銭単位で評

価して比較する

具体例 公園整備の効果，

洪水防止の効果，

下水道整備の効果，

環境対策の経済効

果など

排ガス規制の効果，

有害物質の規制効

果，水質汚染物質

の規制効果，農地

保全の多面的機能

評価など

エクソン社のタン

カー「バルディー

ズ」の原油流出事

故の損害評価

発電所の建設時の

環境への影響など

グリーン GDP 環境省環境会計ガ

イドライン

海外

事例
○ ○ ○ △ △ ×

国内

事例
○ △ × × △ ○

（注）○：実施されている，△：部分的に実施されている，×：該当する事例は見当たらない
（出所）栗山（２００３a）
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よる環境破壊を金銭単位で評価する事例はほと

んどない。

第三の総合評価とは，環境の便益と損害の両

者を比較し，総合的に評価するものである。総

合評価には一国（または一地域）全体のマクロ

な視点で環境を評価する環境勘定と，特定の企

業や自治体の環境対策に着目してミクロな視点

で環境を評価する環境会計がある。環境勘定と

は，一国（または一地域）全体のマクロな視点

でみたときに，環境価値がどれだけあるのかを

金銭単位で評価するものである。例えば，国内

総生産（GDP）に環境の貨幣価値を参入したグ

リーン GDPなどが相当する。環境勘定では，

マクロなレベルで環境の価値を計測する必要が

あり，現段階では環境評価手法を用いることは

困難な点が多く，部分的な利用にとどまってい

る。

環境会計は，特定の企業や自治体に着目して，

環境対策の費用と便益を金銭単位で評価するも

のである。国内では１９９９年に環境庁（当時）が

環境コストの集計に関するガイドラインを公表

したことを契機として，多数の企業が環境会計

を公表するようになった。環境会計では，温暖

化対策や廃棄物対策の社会的効果などのように

便益が企業の外部で生じる外部経済効果が含ま

れる。このため，近年，企業や自治体の中には

環境会計の中に環境評価手法を取り入れる動き

が見られるが，まだ適用事例が少なく，環境会

計に環境評価手法を用いることに関しては残さ

れた課題も多い。

Ⅲ．環境政策の評価事例

前節では，環境評価手法の政策適用事例を整

理したが，本節では，これらの適用事例のうち，

とりわけ政策評価に関わりが強いものとして，

「事業評価」，「規制評価」，「自然資源損害評価」

の３つについて詳細に検討する。

Ⅲ－１．事業評価

ダム開発などの公共事業を対象とした費用便

益分析は１９４０年代後半から検討が開始されてい

るが，当時は国立公園整備などの環境を対象と

した事業の費用便益分析は不可能と思われてい

た。アメリカ国立公園管理局は，急速に増え続

けるレクリエーション利用者のために国立公園

の整備が緊急の課題と考えていたが，そのため

にはレクリエーション整備に税金を投入するこ

との正当性を示す必要があった。そこで，１９４７

年６月に国立公園管理局は，１０名の経済学者に

手紙を出し，レクリエーション整備の便益を金

銭単位で評価する方法をたずねたところ，Ho-

tellingが訪問者の旅費を観察することでレクリ

エーションの便益を評価できるのではないか，

という今日のトラベルコスト法の基本的な考え

方を示した４）。その後，１９５９年に Clawsonがト

ラベルコスト法によるレクリエーション評価の

実証研究を公表した。一方，１９４７年に Ciriacy−

Wantrupが公共財に対する支払意志額を人々に

直接たずねることで公共財の価値を評価すると

いう CVMのアイデアを提示し，１９６３年には

Davisが森林レクリエーションを対象に CVM

の実証研究を公表した。１９７０年代に入ってから

トラベルコスト法と CVMによるレクリエーシ

ョン評価の実証研究が進展し，水資源評議会

（Water Resource Council）が水源開発の費用便

益分析を行うときのマニュアルを１９７９年に改訂

した際に，トラベルコスト法と CVMを評価手

法として採用したことで，環境評価手法が公共

事業の費用便益分析を行うための評価手法の一

つとして制度的に位置づけられた。

４）トラベルコスト法と CVMの歴史については Hanemann（１９９２）を参照。
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一方，国内において事業評価が行われるよう

になったのは１９９０年代に入ってからである。こ

の背景には，１９９０年代後半から公共事業をめぐ

って全国各地で対立が生じたことがある。例え

ば，長良川河口堰ゲート閉鎖（１９９５年７月），

諫早湾干拓事業堤防閉め切り（１９９７年４月），

藤前干潟干拓事業中止（１９９９年１月），吉野川

可動堰住民投票（２０００年１月）などでは，主要

な争点の一つが公共事業による環境破壊であっ

た。こうした公共事業に対する批判を受け

て，１９９７年１２月５日，当時の橋本総理大臣は，

公共事業関係省庁に対して公共事業の再評価シ

ステムを導入するとともに，新規事業採択段階

における費用対効果分析を活用することを指示

した５）。これを受けて，大蔵省（当時）は１９９９

年度中に事業採択段階で全事業について費用便

益分析を導入することを決定した。こうして公

共事業に関係する省庁は，公共事業の費用便益

分析を実施することが求められ，費用便益分析

を実施するための評価マニュアルの作成を開始

した。表３は各省庁が作成した評価マニュアル

の概要を示したものである。各マニュアルは，

対象とする事業内容別に事業の便益を分類し，

各事業の便益を計測するための手法や評価手順

を定めている。そして，従来の評価方法では評

価の困難な環境対策の便益については，トラベ

ルコスト法，ヘドニック法，CVMなど環境経

済学の分野で開発された環境評価手法が採用さ

れている。ただし，国内における公共事業評価

は，事業担当省庁が予算申請時に財務省に対し

て示すものであり，費用対効果の時点では必ず

しも住民の意見が事業に反映されていないとい

う問題点が残されている（栗山，２００３b）。今後

は，環境アセスメントの制度のように，住民の

意見を事業に反映させる機会を費用対効果の評

価においても導入することを検討する必要があ

るだろう。

Ⅲ－２．規制評価

規制評価とは，環境規制を実施するために必

要な費用と，規制を実施することで得られる便

益を比較することで環境規制の費用便益分析を

行うものである。アメリカでは大気浄化法

（Clean Air Act）や水質浄化法（Clean Water Act）

などで規制評価が行われている６）。アメリカで

規制評価が行われるようになったのは，１９８１年

にレーガン大統領が署名した大統領命令１２２９１

があった７）。大統領命令１２２９１は，新たに規制政

策を提案する行政機関が，その規制政策の規制

影響分析（regulatory impact analysis : RIA）を

行政管理予算局（Office of Management and

Budget : OMB）に提出することを義務づけた。

大統領命令１２２９１は，規制を実施したときの潜

在的便益が潜在的費用を下回るときは規制を実

施すべきではないと明記していることから，規

制影響分析では費用便益分析が中心に位置づけ

られている８）。

これを受けて環境保護庁（EPA）は，大気浄

化法（Clean Air Act）や水質浄化法（Clean Water

Act）に基づく多数の規制政策の便益評価を行

った。環境保護庁が大気浄化法を対象として

１９７０年から１９９０年までの期間の費用便益分析の

５）ここでの「費用対効果分析」とは，公共事業の費用と効果の両方を金銭単位で評価し，比較することを意
味することから，経済学的用語では「費用便益分析」に相当するものである。従来の経済学用語の費用対効
果分析とは意味が異なるものの，政策の場面では「費用対効果」の用語が使われている。

６）アメリカにおける規制評価については，竹内（１９９６，１９９９），栗山（１９９８），岸本（２００３，２００５）が詳しい。
なお，本稿ではアメリカの規制評価を取り上げているが，イギリスにおいても統計的生命の価値の政策利用
が議論されている。詳細は竹内（１９９９）および岸本（２００５）を参照。

７）Executive Order１２２９１（February１９，１９８１）
８）46 Federal Register１３１９３（February１９，１９８１）
９）U.S. EPA（１９９７）The Benefits and Costs of the Clean Air Act，１９７０to１９９０，EPA４１０－R－９７－００２，October

１９９７．
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表３ 国内の公共事業評価マニュアル一覧

事業内容 評価項目 評価手法

道路・鉄道関連
道路事業
農道
道路（港湾・漁港）

鉄道事業

走行時間短縮，走行経費減少，交通事故減少など
農業生産向上，農業経営向上，農業農村への波及効果など
輸送・移動コスト削減，交通事故減少，混雑緩和，排ガス
・騒音の減少など
移動時間短縮，費用縮減，事業者の便益改善など

消費者余剰法
消費者余剰法
消費者余剰法

消費者余剰法

港整備関連
空港事業
港湾事業

漁港事業

輸送時間短縮，輸送費用低減など
輸送コスト削減，海難の減少など

水産物生産コスト削減，漁獲可能資源の維持・培養など

消費者余剰法
消費者余剰法，代
替法
消費者余剰法

国土保全関連
河川・ダム
砂防事業
治山事業
海岸事業

想定年平均被害軽減期待額，河川環境整備など
資産被害の低減，人命の保護など
山地被害防止，水土保全効果など
浸水保護，侵食防止，海岸利用など

代替法，CVM

代替法
代替法
代替法，CVM

水道・下水道関連
水道事業
下水道事業

農業集落排水事業
漁業集落排水事業

調達コスト削減，断水の解消，水質改善など
生活環境の改善，便所の水洗化，水質保全，浸水の防除な
ど
農業生産向上，生活環境改善，環境保全など
労働軽減，経費減少，防災安全，漁業生産向上，交流促進
など

代替法
代替法，CVM

代替法
代替法，CVM

住宅・都市関連
市街地再開発事業
土地区画整理事業

利便性向上など
宅地地価上昇など

ヘドニック法
ヘドニック法

農村・森林関連
農業農村整備事業

森林保全・森林環境事業

作物生産，品質向上，地下水涵養，農村空間快適性向上，
公共用水域水質保全など
水源涵養，山地保全，環境保全，造林等経費縮減など

代替法，CVM

代替法

公園関連
都市公園整備

自然公園整備

港湾緑地

レクリエーション空間整備，都市防災，都市環境維持・改
善など
公園利用，自然環境の保全など

レクリエーション，防災，景観改善，生態系保全など

トラベルコスト法，
代替法
CVM，トラベル
コスト法
CVM，トラベル
コスト法

（出所）栗山（２００３b）
（注）消費者余剰法：需要曲線を用いて消費者余剰を計測，代替法：環境財を私的財に置換する費用をもとに計測，トラベルコ

スト法：旅行費用をもとに計測，ヘドニック法：環境財が地代や賃金に及ぼす影響をもとに計測，CVM：支払意志額をも
とに計測
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結果を１９９７年に公表した９）。これは大気浄化法

が実施されなかったときに比べて，実施される

ことでどれだけの費用と便益が発生したかを事

後的に評価したものである。便益には，大気汚

染を規制することで健康被害を防ぐ効果などが

含まれており，その評価にはヘドニック法や

CVMが使われている。評価結果は１９９０年の現

在価値で，費用が０．５兆ドルに対して便益が２２．２

兆ドル（９０％信頼区間５．６－４９．４兆ドル）であ

った。表４は，環境保護庁が公表した便益の評

価額の内訳を示したものである。

環境保護庁が１９９７年に公表した大気浄化法の

便益評価では，過去に行われたヘドニック法お

よび CVMによって計測された統計的生命の価

値（value of statistical life : VSL）の評価額を

もとに評価が行われている。統計的生命の価値

は，（死亡リスク削減に対する支払意志額）÷

（リスク削減幅）によって定義される。環境保

護庁は Viscusi（１９９２）のサーベイ研究から，

過去に行われた統計的生命の価値の評価事例２６

研究（そのうち２１研究がヘドニック法，５研究

が CVM）の平均値４．８百万ドルを採用し，こ

れを一件の死亡を回避することの便益として便

益評価を行った。その後，物価上昇に応じて便

益額の改定が行われ，２０００年の段階では平均値

６．３百万ドルが使われている１０）。

環境保護庁の公表した規制評価に対して，行

政管理予算局（OMB）は，（１）環境保護庁の採

用している統計的生命の価値６．３百万ドルが他

省庁の採用している金額に比べて高い，（２）大気

汚染の被害を受けるのは高齢者が多いが，ヘド

ニック法によって計測された統計的生命の価値

は労働者市場を元にしている，として評価額の

見直しを求めた。行政管理予算局の批判を受け

て，環境保護庁は高齢者の死亡に対する割引を

行った評価額を併記するようになったが，評価

方法によって金額が大きく異なる結果となり，

また高齢者の人命の価値を割り引くことに対し

て環境保護団体などの批判が生じ，後に高齢者

の割引を撤回するなど混乱が見られた１１）。

１０）U.S. EPA（１９９９），The Benefits and Costs of the Clean Air Act，１９９０ to２０１０，EPA Report to Congress, EPA

－４１０－R－９９－００１，November１９９９．
１１）環境保護庁における近年の規制評価の動向については岸本（２００３）を参照。

表４ 大気浄化法の便益（１９７０～１９９０年）

リスク対象 汚染物質 便益（１０億ドル）

健康被害 死亡 PM ＄１６，６３２

死亡 Pb ＄１，３３９

慢性閉塞性肺疾患 PM ＄３，３１３

知的障害 Pb ＄３９９

高血圧 Pb ＄９８

入院 PM, O３, Pb, & CO ＄５７

呼吸器系症状 PM, O３, NO２, ＆ SO２ ＄１８２

その他 土壌汚染 PM ＄７４

景観悪化 particulates ＄５４

農業被害 O３ ＄２３

（資料）U.S. EPA（１９９７）Benefits and Costs of the Clean Air Act，１９７０ to１９９０，EPA

４１０－R－９７－００２
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以上のように，環境保護庁は，環境規制によ

って生じる便益の評価に環境評価手法を採用し

ているが，評価対象の大半は死亡リスクの削減

にとどまっている。大気汚染や水質汚染の防止

効果には，死亡リスク削減だけではなく，ぜん

そくなど死亡には至らないが健康水準の悪化や，

生態系に及ぼす影響を防止する効果も含まれる。

しかし，大気汚染や水質汚染による生態系への

影響については，生態系リスクの評価が困難な

ことから，現時点では便益評価の対象外となっ

ており，環境保護庁は，今後の長期的な研究課

題として生態系リスクの評価を提示している１２）。

Ⅲ－３．自然資源損害評価

自然資源損害評価とは，環境破壊の損害賠償

訴訟の中で，損害額の算定のために環境評価手

法を用いるアメリカ特有の制度である。環境政

策の費用便益分析とはいくぶん異なる制度では

あるが，環境政策と環境評価手法の関係を見る

上で重要な制度なので，ここで詳しく検討する。

自然資源損害評価の契機となったのは「包括的

環境対処・補償・責任法（CERCLA，通称スー

パーファンド法）」（１９８０年）と「油濁法」（１９９０

年）の二つの法律で環境破壊の損害賠償責任が

示され，損害額を評価することが義務づけられ

たことがあった（図１）。

「スーパーファンド法」は，有害物質による

土壌汚染の浄化を目的とした法律である。ニュ

ーヨーク州の住宅地ラブ・キャナル地区の運河

跡に化学会社のフッカー社が有害化学廃棄物を

投棄したところ，１９７０年代に入ってから漏出し，

近隣住民に様々な健康被害を引き起こした。そ

の後，全米規模で有害廃棄物の調査が行われた

ところ，大量の有害廃棄物が全米各地に存在し，

その浄化には１００億～１０００億ドルの費用が必要

であることが判明した。そこで，有害廃棄物の

投棄に対する責任を追及し，浄化を進めること

を目的とするスーパーファンド法が１９８０年１２月

に制定されたのである１３）。

スーパーファンド法では，有害廃棄物を投棄

したものに対して，浄化費用と損害額の負担が

義務付けられている。この中には，汚染された

土壌を浄化するための浄化費用だけではなく，

汚染によって破壊された自然環境の損害額も含

まれている１４）。自然破壊が生態系破壊に及ぶと

きは，その損害額を評価するためには CVMが

不可欠である。

そこで，CVMが使えるか否かをめぐって論

争が交わされた。米国内務省は CVMの利用を

限定的に認める方針を提案したが，これに対し

て産業界，環境保護団体，州政府が異議申立て

を行い裁判となった。この裁判は「オハイオ裁

判」として知られている。産業界の主張は限定

的であっても CVMの利用を認めるべきではな

いというものであったが，これに対して環境保

護団体と州政府の主張は，CVMを全面的に使

用すべきであり，CVMの利用を限定的にしか

認めない内務省の方針は間違っているというも

のであった。１９８９年７月，裁判所は損害評価の

手法として CVMは有効であり，その利用を限

定すべきでないとの判断を下した１５）。

一方，オハイオ裁判の判決が下されたのと同

じ１９８９年にはエクソン社のタンカー「バルディ

ーズ」の原油流出事故が発生した。この事故を

背景として，油流出事故を防止することを目的

に油濁法が１９９０年８月に改定された１６）。油濁法

は，油流出の除去と補償に関する責任を示し，

さらには，その損害額を決定する際には流出事

１２）Clark, M．（２００４）Future Directions for Environmental Economics Research Support : EPA’s Environment Econom-

ics Research Strategy, AERE Newsletter,２０－２４, November２００４．
１３）Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act（CERCLA）of１９８０，４２U.S.C. §９６０１

et seq.

１４）CERCLA section３０１（c），４２U.S.C. §９６５１（c）．
１５）Ohio et al. v. United States Department of Interior，８８０F. ２d４３２（D.C. Cir.１９８９）．
１６）Oil Pollution Act of１９９０,３３U.S.C.§２７０１et seq.
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バルディーズ号の�
原油流出事故�

１９８９年�

企業の環境責任と�
賠償問題に関心が�
集まる 

ラブ・キャナル事件�１９７８年�
有害廃棄物による�
深刻な環境汚染 

スーパーファンド法�１９８０年�

内務省ルール�１９８６年�

オハイオ裁判�１９８９年� 裁判の結果、CVMの�
有効性が認められた 

油濁法�１９９０年�

CVMによる�
原油流出事故の評価�１９９１年�

油流出事故の賠償責�
任と、自然資源の損害�
評価の必要性を示した 

生態系破壊の損害�
額が28億ドルと評�
価された 

州政府・環境保護�
団体・産業界の異�
議申立て 

エクソン社による�
シンポジウム�

１９９２年� CVMによる非利用価値�
の評価を批判 

NOAAパネルに�
よるガイドライン�

１９９３年� CVMで損害評価を行�
なうためのガイドライン 

NOAAおよび内務省に�
よる自然資源損害評�
価の制度化 

１９９４-９６年�

損害額の評価手法と�
して、市場価格をもと�
に評価できない場合�
に限ってCVMによる�
評価を認めた 

有害廃棄物による汚染�
の浄化を進めるために
汚染による損害の賠償
責任を示した 

故による自然環境の損害額も評価すべきことも

示した。これを受けて，１９９１年には，アラスカ

州政府のもとで CVMによるバルディーズの流

出事故による生態系破壊の損害評価が行われ，

損害額は２８億ドル（約３，７００億円）であること

が示された１７）。アラスカ州政府と連邦政府はエ

クソン社に対して損害賠償請求の訴訟を起こし，

この裁判の中で CVMの評価額は実際に使われ

た。裁判の結果，エクソン社は約１０億ドルを支

払うことで和解が成立した。

CVMが裁判の中で実際に使われたため，多

くの企業が多額の損害賠償を求められる可能性

が高まり，産業界は CVMに対する批判を強め

るようになった。１９９２年にはエクソン社の主催

のもとで CVMの有効性に関するシンポジウム

が開催された１８）。このように CVMに対する批

判が高まる中で，商務省国家海洋大気管理局

（NOAA）は油濁法のもとで環境破壊の損害額

１７）エクソン社「バルディーズ」原油流出事故の CVM調査については栗山（１９９７）が詳しい。
１８）このシンポジウムの内容は Hausman（１９９３）にまとめられている。

図１ アメリカでCVMが環境政策に使われた背景

（資料）栗山（１９９７）をもとに作成
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を算定するために CVMが適用可能かを検討す

るために専門家による委員会 （NOAAパネル）

を設置した。約１年をかけて CVMの信頼性が

徹底的に議論され，その結果が１９９３年１月に報

告された１９）。NOAAパネルの結論は，CVMは

環境破壊の損害賠償に関する訴訟において議論

を開始するための材料として十分な信頼性を提

供できる，というものであった。そして，裁判

で用いるだけの信頼性を得るために必要な条件

をガイドラインの形で具体的に示した。このガ

イドラインは「NOAAガイドライン」として

知られている２０）。こうして，アメリカではスー

パーファンド法と油濁法という二つの法律を受

けて CVMが環境破壊の損害評価という形で制

度化されたのである。

NOAAパネルの報告によって，損害賠償の

訴訟に用いるだけの信頼性を保ちうることが示

されたことにより，CVMが世界的に注目を集

めるようになったが，一方では，NOAAガイ

ドラインで示された必要条件は極めて厳しく，

現実にはすべての条件をクリアすることは困難

である。このため，NOAAは，１９９５年以後は

資源の実物的な回復を中心とし，CVMなどの

環境評価手法を用いた損害賠償は二次的なもの

と位置づけるようになった２１）。これは，CVM

によって損害を評価することは巨額な評価費用

がかかるため，むしろ資源の回復や代替的資源

の整備を実施する方が現実的なものとなったこ

とが強く影響している。今後は相当大規模な環

境破壊以外では CVMによる損害評価に基づく

訴訟は行われないことが予想される。ただし，

大規模な環境破壊が生じたときには，CVMに

より自然資源の損害評価が行われ企業は巨額な

損害賠償を求められる可能性は残されているの

で，今後は大規模な環境破壊を起こさないよう

にしようとするインセンティブを与えるという

役割を CVMが果たすことになるであろう。

自然資源損害評価は，アメリカに特有の法制

度であり，それ以外の国では実施されていない。

たとえば，比較のため日本のタンカー事故の場

合について見てみよう。１９９７年１月に日本海で

ロシアのタンカー「ナホトカ」による重油流出

事故が発生した。この事故では，事故の被害額

のうち，油回収費用，漁業被害，観光被害につ

いては３５１億円の請求が国際油濁補償基金に対

して行われたが，補償額は２６１億円（２００２年８

月時点）となっている。またその内訳を見ると，

その大部分が油防除・回収・清掃費用であり，

漁業被害や観光被害は比較的低い金額にとどま

っている。漁業被害は請求額５３億円に対して補

償額は１８億円，観光被害は請求額３０億円に対し

て補償額は１３億円にすぎず，漁業被害や観光被

害に対して十分な補償が行われていないことを

示している。また生態系破壊については請求も

補償も一切行われていない。

こうした背景には，国際油濁補償基金の補償

に関する仕組みがある。国際油濁補償基金が補

償する被害額の範囲としては，（１）費用・損失は

実際に発生したもの，（２）費用は適正な範囲内，

（３）金銭的に計算できるもののみ，（４）文書による

証拠によって証明できるもの，（５）油の汚染と損

害・費用との間に相当因果関係があること，な

どの条件がある。これらの条件では，油回収費

用，漁業被害，観光被害は補償の範囲に含まれ

る。これらは被害額を実際に金額で計上できる

からである。ただし，漁業被害については油濁

事故との因果関係を示す必要がある。また観光

被害については，宿泊のキャンセルなどを文書

によって示す必要がある。これらの制約がある

ため，漁業被害や観光被害は請求されたにもか

かわらず認められないことが多い。環境復元費

用は，復元に必要な費用を金額で示すことがで

きるため，費用が適切な範囲内であれば補償範

囲に含まれるはずだが，現実にはこれまでに認

１９）５８Federal Register４６０１－４６１０（January１５，１９９３）
２０）栗山（１９９７）には NOAAガイドラインの日本語訳があるので参照されたい。
２１ NOAAパネル報告以後の動きについては栗山（１９９８）第３章補論を参照。
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められたことはない。そして，環境破壊の損害

額（海鳥の死亡，生態系破壊など）は金銭的に

計算できないので補償の対象外となる。つまり，

国際油濁補償基金の枠組みでは，生態系破壊は

そもそも補償の対象外であり，バルディーズの

ような生態系破壊に対する賠償請求は認められ

ないのである。

Ⅳ．おわりに

本稿では，国内および海外において環境政策

に環境評価手法がどのように使われているのか

を展望することで，環境政策の費用便益分析の

現状について検討した。その結果を整理すると

以下のとおりである。

第一に，環境政策の費用便益分析においては，

環境評価手法が決定的に重要な役割を持ってい

る。環境政策の費用便益分析を行うためには，

環境保全の便益や環境破壊の損害額を金額で評

価する必要がある。しかし，環境には市場価格

が存在しないため，環境を金額で評価すること

は容易ではない。そこで，環境経済学の分野で

環境の価値を金額で評価するための手法として

環境評価手法の開発が行われ，これによっては

じめて環境政策の費用便益分析が可能となった

のである。

第二に，環境政策の経済的評価には，事業評

価，規制評価，自然資源損害評価，環境コスト

評価，環境勘定，環境会計など様々な方法が存

在する。これらの政策評価では，アメリカなど

海外の方が進んでいるものが多いが，事業評価

と環境会計については国内でもすでに実施され

ている。

第三に，公共事業の費用便益分析については，

海外では１９７０年代後半に入ってから環境評価手

法が制度的に導入された。一方，国内では１９９０

年代後半に入ってから評価マニュアルが作成さ

れ，環境評価手法の導入が行われた。

第四に，環境規制の費用便益分析については，

アメリカでは１９８０年代に開始され，大気汚染や

水質汚染を対象とする環境規制の評価が多数行

われている。しかし，環境規制の便益を評価す

る方法をめぐって環境保護庁と行政管理予算局

の対立が生じるなど混乱が見られた。また，現

時点では規制評価の対象は死亡リスク削減など

の健康被害がほとんどであり，生態系保全など

については将来の検討課題となっている。

第五に，環境破壊の損害評価については，ア

メリカでは土壌汚染と油濁事故に対して自然資

源損害評価の制度が存在し，環境破壊の損害賠

償の訴訟の中で，損害額を算定するために環境

評価手法が導入されている。しかし，現実には，

訴訟で用いることができるほどの信頼性を確保

するためには，評価コストが莫大な金額となる

ため，大規模な事故以外では環境評価手法が用

いられることはない。一方，国内においては，

アメリカのような法制度が存在しないため，環

境破壊の損害賠償の訴訟に環境評価手法を用い

ることは不可能である。

以上の結果を踏まえて，今後，国内の環境政

策を対象に費用便益分析を実施するうえでの課

題について検討しよう。

第一に，公共事業の費用便益分析においては，

すでに国内でも評価マニュアルが作成されて制

度的に環境評価手法が導入されているものの，

あくまでも財務省に予算を申請するために提出

する資料として使われているだけであり，必ず

しも住民の意見が事業に反映されないという問

題点が残されている。また，環境評価手法によ

る便益評価は，用いる評価手法の違いや調査方

法によって誤差が生じることが多く，場合によ

っては評価額が過大評価になる危険性もある。

国内の公共事業評価は，事業を実施する省庁が

自ら評価するものなので，便益を過大評価しよ
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うとするインセンティブが存在する。したがっ

て，評価結果だけではなく，評価手法や評価手

順などすべて公開し，公共事業を推進するため

に意図的に便益が過大評価されていないかを検

証できるように制度的に保証することが不可欠

である。

第二に，環境規制の評価については，国内で

はほとんど実施されていないことから，非効率

的な環境規制が実施されてしまう危険性が存在

する。たとえば，岡（２００２）は，ごみ焼却施設

でのダイオキシンの規制（恒久対策）の費用便

益分析を行っているが，この規制を実施するこ

とで余命を１年延長するためにかかった費用１

億５千万円に対して，余命を１年延長する価値

が１０００万円であり，ダイオキシン規制（恒久対

策）は費用便益分析の観点からは正当化されな

いほどの費用をかけて実施されていたことを示

している。むろん，費用便益分析の結果のみで

環境規制の是非を決めることはできないが，環

境規制を行う際にも，より少ない費用で実効性

の高い効率的な規制のあり方を検討することが

必要であり，そのためには規制評価が重要な情

報を提供するであろう。

第三に，損害評価については，日本の法制度

のもとでは生態系破壊は損害賠償の対象となら

ないが，今日では生態系保全に対する社会的関

心が高まっており，生態系破壊の社会的影響を

無視することはできない。アメリカのように生

態系破壊が生じた後で損害賠償を請求する際に

環境評価手法を用いることは，日本の現在の法

制度では実現困難であるが，たとえば開発によ

る環境破壊を評価するときに，環境アセスメン

トによって環境破壊の影響を事前に評価すると

きに環境評価手法を導入することは可能であろ

う。今後は，日本の法制度の枠組みの中で，生

態系破壊を防止するために環境評価手法をどの

ように用いるべきかを検討することが緊急の課

題といえよう。
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